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C O L U M N

幼保連携型認定こども園では、原則、保育教諭（幼稚園教諭＋保育士資格）を置くこととされていますが、幼稚園免許・
保育士資格の併有を促進し、「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を促進するため、保育士資格及び幼稚園免
許状の取得の特例（保育所又は幼稚園における実務経験を評価することにより、もう一方の免許・資格取得に必要な
単位数などを軽減）が設けられています。

保育士資格及び幼稚園免許状取得の特例について
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■認定こども園 4類型毎の比較

認定こども園4類型の比較
認定こども園

認定こども園の4類型の比較について、主なものを紹介します。

学校かつ
児童福祉施設

国、自治体、学校法人、
社会福祉法人＊1 国、自治体、学校法人

児童福祉施設
（保育所+幼稚園機能）

幼稚園機能+保育所機能学校
（幼稚園+保育所機能）

幼保連携型
認定こども園

幼稚園型
認定こども園

保育所型
認定こども園

地方裁量型
認定こども園

法
的
性
格

職
員
の
要
件

給
食
の
提
供

開
園
日
・
開
園
時
間

地域の実情に応じて設定地域の実情に応じて設定

＊1 学校教育法附則６条園の設置者（宗教法人立、個人立等）も、一定の要件の下、設置主体になることができる経過措置を設けています。
＊2 幼稚園教諭免許又は保育士資格のどちらか一方しか有していない者は、新制度施行後５年間に限り、保育教諭となることができます。

保育教諭＊2

（幼稚園教諭＋保育士資格）

２・３号子どもに対する食事
の提供義務
自園調理が原則・調理室の設
置義務（満３歳以上は、外部
搬入可）

２・３号子どもに対する食事
の提供義務
自園調理が原則・調理室の設
置義務（満３歳以上は、外部
搬入可）
※ただし、参酌基準のため、各都道府県
の条例等により、異なる場合がある。

２・３号子どもに対する食事
の提供義務
自園調理が原則・調理室の設
置義務（満３歳以上は、外部
搬入可）
※ただし、参酌基準のため、各都道府県
の条例等により、異なる場合がある。

２・３号子どもに対する食事
の提供義務
自園調理が原則・調理室の設
置義務（満３歳以上は、外部
搬入可）

満３歳以上→
両免許・資格の併有が望まし
いがいずれかでも可

満３歳未満→
保育士資格が必要

満３歳以上→
両免許・資格の併有が望まし
いがいずれかでも可

満３歳未満→
保育士資格が必要

満３歳以上→
両免許・資格の併有が望まし
いがいずれかでも可
※ただし、教育相当時間以外の保育に従
事する場合は、保育士資格が必要

満３歳未満→
保育士資格が必要

11時間開園、土曜日の開園が
原則（弾力運用可）

11時間開園、土曜日の開園が
原則（弾力運用可）

※新制度施行から5年間の特例です。

制限なし
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■基本的な考え方

■設置パターン別の基準

●学校及び児童福祉施設の双方の位置づけを有する“単一の施設”として、幼保連携型認定こども園にふさわしい「単
一の基準」とします。

●既存施設（幼稚園、保育所）からの円滑な移行のため、「設備」に関する基準については、一定の移行特例を設けてい
ます。

●新制度施行前に認定を受けていた幼保連携型認定こども園については、施行日の前日までに別段の申出をしない限
り、新しい幼保連携型認定こども園としてのみなし認可を受けることとなり、「設備等」については、従前の基準を適
用します。

＊1　質の向上事項として、公定価格において３歳児（1号認定子どもの場合満3歳児を含む）20：1→15：1への配置改善を実施しています。
＊２　幼稚園教論免許又は保育士資格のどちらか一方しか有していない者は、新制度施行後5年間に限り、配置数に算定することができます。
＊３　名称は「園庭」とします。

施設の設置パターン 考え方 主な基準

新規で幼保連携型認定こども園を
設置する場合

●幼稚園又は保育所の高い水準
を引き継ぐ

既設の幼稚園（幼稚園型認定こど
も園）又は保育所（保育所型認定こ
ども園）を基に、新たな幼保連携型
認定こども園を設置する場合

法律上、新たな幼保連携型認定こ
ども園の設置認可を受けたものと
みなされる場合

●適正な運営が確保されている
施設に限り、新たな基準に適合
するよう努めることを前提とし
て、「設備」に関して移行特例を
設ける

●確認制度における情報公表制
度において、移行特例の適用
状況を公表し、努力義務を実
質的に促す

●新たな基準に適合するよう努
めることを前提に、「設備等」に
関して、従前の幼保連携型認
定こども園の基準によること
を認める経過措置を設ける
（法律の附則）

●施行10年経過後に、設置の状
況等を勘案し、移行特例の内
容等を改めて検討する

〈園長等の資格〉
●原則として教諭免許状と保育士資格を有し、５年以上の教育職・児童福祉事業
の経験者
●上記と同等の資質を有する者（設置者が判断する際の指針を示す）
〈園舎・保育室等の面積〉
●満3歳以上の園舎面積は、幼稚園基準（３学級420㎡、１学級につき100㎡増）
●居室・教室面積は、保育所基準（1.98㎡/人、乳児室は1.65㎡/人、ほふく室は3.3㎡/人）

〈園舎面積〉
●保育所からの移行　保育所基準（1.98㎡/人、乳児室は1.65㎡/人、ほふく
　　　　　　　       　室は3.3㎡/人）で可
●幼稚園からの移行　幼稚園基準（3学級420㎡、１学級につき100㎡増）　
　　　　　　　　　で可

●職員配置に関して、従前の幼保連携型認定こども園の配置基準（1号認定子ど
もは35：1、2号・3号認定子どもは年齢別配置基準）によることを認める
●設備に関して、従前の幼保連携型認定こども園の設備基準によることを認める
（学級編制、運営などについては、新設と同じ基準）

〈園庭の設置・面積〉
●保育所からの移行　保育所基準（満２歳以上3.3㎡/人）で可
●幼稚園からの移行　幼稚園基準（3学級400㎡、1学級につき80㎡増）　
　　　　　　　　　で可

〈園庭の設置・面積（代替地・屋上）〉
●満２歳の子どもの必要面積に限り、一定要件のもと代替地・屋上の算入
可

〈食事の提供、調理室の設置〉
●提供範囲は、保育認定を受ける２号・３号認定子ども（１号認定子どもへの提供は
園の判断）

●原則自園調理（満３歳以上は従前の保育所と同じ要件により外部搬入可）

〈園庭（屋外遊戯場、運動場）＊３の設置〉
●園庭は同一敷地内又は隣接地に必置とし、面積は、①と②の合計面積

新 設

幼稚園・保育所
からの移行

幼保連携型
認定こども園
からの移行

〈学級編制・職員配置基準〉
●満3歳以上の子どもの教育時間は学級を編制し、専任の保育教諭を1人配置
●職員配置基準は、4・5歳児 30：1、３歳児 20：1＊1、1・2歳児 6：1、乳児 3：1
※配置数は、幼稚園教諭免許状と保育士資格を有する副園長・教頭を含みます。＊2

幼稚園

認定こども園

認定こども園

認定こども園

認定こども園

保育園

幼保連携型認定こども園の認可基準
幼保連携型認定こども園の認可基準に関する基本的な考え方や、主な基準を紹介します。

   ①満２歳の子どもについて保育所基準（3.3㎡/人）
   ②満３歳以上の子どもに係る幼稚園基準（3学級400㎡、1学級につき80㎡増）と保育所基準のいず
　  れか大きい方
※代替地は面積算入せず、一定条件を満たす屋上は例外的に算入可とします。
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幼保連携型認定こども園教育・保育要領
全ての子どもに質の高い幼児期の学校教育及び保育の総合的な提供を行うため、改正認定こども園法第10条に基づき、
幼保連携型認定こども園の教育課程その他教育及び保育の内容に関する基準として策定されました。
この教育・保育要領について、主な内容を紹介します。

■教育及び保育の基本及び目標

■五つの領域

■教育及び保育の内容に関する全体的な計画の作成等

※幼保連携型認定こども園以外の認定こども園においても、この教育・保育要領を踏まえて教育又は保育を行うこととされています。

●乳幼児期における教育及び保育は、人格形成の基礎を培う重要なものであり、その特性等を踏まえ、環境を通して行
うものであること基本とする。

●園における生活を通して生きる力を育成するよう努め、義務教育及びその後の教育の基礎を培うとともに、保護者
と共に園児を健やかに育成するものとする。

領　域 ねらい及び内容

要領及び解説書は、子ども・子育て本部のホームページに掲載しています。

URL：http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html

●毎学年の教育課程に係る教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
●１日の教育課程に係る教育時間は、４時間を標準とする。ただし、発達の程度や季節などに配慮すること。
●保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間は１日につき８時間を原則とし、園長がこれを定め
ること。ただし、保護者の労働時間その他家庭状況等を考慮すること。

●指導計画の策定にあたっては障害のある園児の指導や小学校教育への円滑な接続に向けた教育及び保育内容等に配慮すること｡

■幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項
●０歳から小学校就学前までの一貫した教育及び保育を園児の発達の連続性を考慮して展開していくこと。
●生活の連続性やリズムの多様性に配慮し、在園時間・入園時期・登園日数の違いなどの状況に応じ、教育及び保育の内容や展
開について工夫すること。
●教育及び保育の環境の構成にあたっては、満３歳未満と満３歳以上の発達の特性などを踏まえるとともに、異年齢交流の機
会を組み合わせるなど工夫すること。

●園児の保護者及び地域の子育て家庭の支援に当たっては、保護者自らの子育てを実践する力を高める観点に立って行う
こと。

【健   康】
健康な心と体を育て､自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。

【人間関係】
他の人々と親しみ､支え合って生活するために､自立心を育て､人と
のかかわる力を養う。

【環   境】
周囲の様々な環境に好奇心や探求心を持ってかかわり､それらを生
活に取り入れていこうとする力を養う。

【言   葉】
経験したことなどを自分なりの言葉で表現し､相手の話す言葉を聞
こうとする意欲などを育て､言葉に対する感覚などを養う。

【表  現】
感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して､豊か
な感性や表現する力を養い､創造性を豊かにする。

各領域ごとに｢ねらい｣と｢内容｣を設定

内　容：ねらいを達成するために指導する事項｡園
児が環境にかかわって展開する具体的な活
動を通して総合的に指導されるものである
こと。

ねらい：生きる力の基礎となる心情､意欲､態度｡幼
保連携型認定こども園における生活全体を
通じ､園児が様々な体験を積み重ねる中で
相互に関連を持ちながら次第に達成に向か
うもの。
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